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郡山法人会会長
有馬  賢一
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郡山法人会会長
有馬  賢一
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国内設備投資額（機械等）の増加の
場合の特別償却又は特別控除

　平成25年もあと2か月で終わろうとしています。

　今月は、平成25年度の税制改正で、平成25年4月1日以後開始事業年度から適用される税

制のうち、設備投資関係についてご説明したいと思います。

 〈国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除〉

（1）概要・趣旨

　国内の設備投資需要を喚起する観点から、国内設備投資を増加させた法人が新たに国

内で取得した機械装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除（法人税額の20%

を限度）を認める制度です。

（2）適用要件

　青色申告書を提出する事業者の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度にお

いて、下記の①及び②の両方に該当する場合に適用できます。

①国内における生産等資産への年間投資額>適用対象年度の減価償却費

②国内における生産等資産への年間投資額>前事業年度の生産等資産への年間投資額×110%

※上記の適用の判定は生産等資産への年間総投資額を使用しますが、実際に特別償却又は特別控除の適用が受け

られるのは、生産等資産のうち機械装置のみとなります。

（3）適用対象年度

　平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度です。

　ただし、設立の日を含む事業年度、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を

除きます。

（4）適用対象資産

　本制度の適用対象資産は、生産等資産のうち機械装置です。

（5）生産等資産

　生産等資産とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産（無形固定資産及び生物を

除く）で構成されるものをいいます。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は

該当しません。

（6）「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却・法人税額の特別控除」との比較既存の制度では、機械装置で

は取得価額が160万円以上等の要件があり、また、特別控除については資本金が3,000万円以下の特定中小企業

者等に限定されていますが、本制度ではそれらの要件はなく多くの企業での適用が期待できます。

　ただし、既存の制度では特別控除の率は7%で更に控除限度額を超える超過額がある場合は1年間の繰越しが認

められていますが、本制度では特別控除の率が3%で、超過額の繰り越しはできません。

　上記は、機械装置が対象ですが、その他、主に製造業以外の事業での器具備品及び建物附属設備の取得についての

特別償却・特別控除もあります。どの制度を適用するかも含めて詳しくはお近くの税理士にお聞き下さい。

東北税理士会郡山支部
税理士 加藤かおり

税のミニ通信
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法定調書の作成・提出はパソコンで！！
～ e-Tax、光ディスク等でもっと　便利　に ～

税務署ニュース
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　10月9日（水）郡山法人会小野支部講演会を小野町勤労青少年ホームで開催した。郡山信用金庫
の有馬賢一理事長が講演し、会員はじめ一般聴講者95名が来場した。
　「明日からの新聞が楽しくなるような内容にしたい」と語った有馬理事長は「経済時事（景気）と
金融」をテーマに、アベノミクスや消費税増税問題、社会保障費問題などをわかりやすく解説。ま
た、景気の動向を感じるために注目すべきポイントや金融機関の裏話などの貴重な内容に、来場者
は真剣な表情で講演に耳を傾け、ユーモアあふれる話に時折笑いが起きていた。

郡山法人会小野支部講演会開催郡山法人会小野支部講演会開催

郡山法人会青年部会

「小学生の税に関する標語の審査会」 開催「小学生の税に関する標語の審査会」 開催
　「小学生の税に関する標語」の審査会が10月16
日（水）に行われ、今年度は郡山税務署管内の18校
より過去最高となる846点もの応募があった。審査
委員長に郡山青年会議所の椎根聡人理事長、特別
審査委員に郡山税務署の大山弘毅法人課税第一
部門統括官らを招き、最優秀賞をはじめ8点の入選
作品が選ばれた。なお、結果については来月号の

「法人こおりやま」でお知らせします。

郡山法人会女性部会

「小学生の税に関する絵はがき審査会」 開催「小学生の税に関する絵はがき審査会」 開催
　「小学生の税に関する絵はがきコンクール」 審査
会が10月21日（月）に行われ、今年度は、郡山税務
署管内の13校より過去最高の465点もの応募が
あった。審査委員長に㈱波デザインの大波久夫氏、
特別審査委員に郡山税務署の大山弘毅法人課税
第一部門統括官らを招き、最優秀賞はじめ10点の
入選作品が選ばれた。去年同様、県や東北六県での
入賞に期待したい。


